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 　　　首都直下地震発生時の交通規制計画の改定について

　警察庁では、令和７年６月30日に中央防災会議幹事会が、「首都直下地震にお

ける具体的な応急対策活動に関する計画」（以下「具体計画」という。）につい

て、緊急輸送ルート、各種防災拠点等の時点修正や直近の災害の検証等を踏まえ

た修正を主な内容とする改定を実施したことに伴い、「首都直下地震発生時の交

通規制計画の改定等について」（令和４年８月12日付け警察庁丁規発第36号。以

下「旧通達」という。）別添の「首都直下地震発生時の交通規制計画」について、

これまで関係都県警察と合同で改定作業を進めてきたところ、今般、これを別添

 のとおり改定した。

本計画を踏まえ、首都直下地震が発生した際、迅速かつ的確な交通規制を実施

 することができるよう、万全を期されたい。

 旧通達は廃止する。

 別添省略

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


